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【手続補正書】
【提出日】令和1年6月20日(2019.6.20)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　可撓性を有する基板であって、互いに対向する第１平坦部及び第２平坦部と、前記第１
平坦部の端部と前記第２平坦部の端部とを接続する湾曲形状の接続部と、を有し、前記第
１平坦部、前記第２平坦部及び前記接続部が一体に形成された該基板と、
　前記第１平坦部の前記第２平坦部に対向する一方の面に配置され、当該一方の面側から
第１電極層、第１有機機能層及び第２電極層が少なくとも配置されてなる第１有機ＥＬ部
と、
　前記第２平坦部の前記第１平坦部に対向する一方の面に配置され、当該一方の面側から
第３電極層、第２有機機能層及び第４電極層が少なくとも配置されてなる第２有機ＥＬ部
と、を備え、
　前記第１電極層及び前記第３電極層は、前記接続部に配置されておらず、
　前記第２電極層及び前記第４電極層は、一体に形成されており、前記第１平坦部、前記
第２平坦部及び前記接続部にわたって配置されている、有機ＥＬ素子。
【請求項２】
　前記第１有機機能層及び前記第２有機機能層は、一体に形成されており、前記第１平坦
部、前記第２平坦部及び前記接続部にわたって配置されている、請求項１に記載の有機Ｅ
Ｌ素子。
【請求項３】
　前記第１有機機能層と前記第２有機機能層とは、発光色が異なる、請求項１又は２に記
載の有機ＥＬ素子。
【請求項４】
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　前記第１有機ＥＬ部と前記第２有機ＥＬ部との間に封止部を備える、請求項１～３のい
ずれか一項に記載の有機ＥＬ素子。
【請求項５】
　可撓性を有する基板の一方の主面上に、第１電極層、第１有機機能層及び第２電極層が
少なくとも配置されてなる第１有機ＥＬ部と、第３電極層、第２有機機能層及び第４電極
層が少なくとも配置されてなる第２有機ＥＬ部と、を所定の間隔をあけて形成する形成工
程と、
　前記第１有機ＥＬ部と前記第２有機ＥＬ部とが互いに対向するように、前記第１有機Ｅ
Ｌ部と前記第２有機ＥＬ部との間の領域を折り曲げ部分として前記基板を折り曲げる工程
と、を含み、
　前記形成工程において、前記基板の前記一方の主面上に、前記第１電極層及び前記第１
有機機能層と、前記第３電極層及び前記第２有機機能層とを形成した後に、前記第１有機
機能層上、前記第２有機機能層上及び前記第１電極層と前記第３電極層との間の前記一方
の主面上にわたって前記第２電極層及び前記第４電極層を一体に形成する、有機ＥＬ素子
の製造方法。
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